
衆議院議員総選挙

投票所変更のお知らせ

２月８日(日)投票日
投票時間は午前7時～午後8時

期日前投票について
  “衆議院議員総選挙”と”最高裁判所裁判官国民審査”の期日前投票ができる期間が異なります。
■ 衆議院議員総選挙
１月28日（水）～２月７日（土）　午前８時30分から午後８時まで

■ 最高裁判所裁判官国民審査
２月１日（日）～２月７日（土）　午前８時30分から午後８時まで

※　１月28日から１月31日までの間に衆議院議員総選挙の期日前投票をされた方は、２月１日以降に
改めて最高裁判所裁判官国民審査の投票を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

  入場券がなくても投票ができます。
　今回の衆議院議員総選挙は解散から投開票まで期間が非常に短いことから、投票所
入場券（ハガキ）を期日前投票の開始日（1月28日）までにお届けできない見込みです。
　入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、安心して期日前
投票所へお越しください。なお、1月末頃から順次お届けできる見込みですので、入場券
が届いた場合は、ご持参ください。

選 挙 特 報
聖籠町選挙管理委員会　令和８年１月２４日発行

　今回の衆議院議員総選挙から、第１投票区と第５投票区の投票所が以下のとおり変更となっています。該当
する行政区の方はお間違えのないようご注意ください。

「山倉小学校体育館」▶「山倉小学校ランチルーム」
【第１投票区】
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【第5投票区】

「藤寄体育館」▶「藤寄公会堂」



あなたの投票所はこちらです入場券を忘れずに！！
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衆議院議員総選挙の選挙人名簿は次の要件で登録されます 登録日 1月26日選挙に関する疑問などは、
お気軽に聖籠町選挙管理
委員会にお問い合わせく
ださい。

役場２階 選挙管理委員会
TEL 0254-27-2111(代表)
FAX 0254-27-2119
Eメール soumu@town.

seiro.niigata.jp

　第1投票区の投票所が山倉小学校の「体育館」から「ランチルーム」に、第5投票区の投票所が「藤寄体育館」から
「藤寄公会堂」に変更となっています。
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